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令和６年度第２回県央地区保健医療福祉推進会議 議事録 

 

日時：令和６年 11月 18日（月） 19:00～21:00 

方法：ＷＥＢ会議 

 

１ 開会 

 (1)会議の公開について 

本日の推進会議は公開とすることとされた。 

 

 

２ 協議 

 

  (1) 有床診療所の「2040 年に向けた医療提供プラン」の策定状況 

 

〇資料説明 説明者：事務局（医療企画課） 

資料 1 有床診療所の「2040 年に向けた医療提供プラン」の策定状況 

 

（質問、意見なし） 

 

 

３ 報告 

 

(1)  第２回県央二次医療圏地域ワーキンググループの実施結果 

 

〇資料説明 説明者：事務局（厚木保健福祉事務所） 

資料２  第２回県央二次医療圏地域ワーキンググループ実施結果概要 

 

＜会長＞ 

ただいまの説明について、大和高座病院協会及び厚木病院協会から補足等ありましたらお

願いします。 

＜委員＞ 

当日は、最初に 2025プランの意味について話をし、次に、病床機能報告との乖離がある場

合には 2025プランを変更していただくことになりましたけれども、病床に関する議論を、病

院協会主催の地域ワーキンググループにおいてどのように検討するのかが今後の課題である

ということを、当日共有いたしました。 

＜委員＞ 

いま現在、急性期病床の運営がかなり厳しくなっている状況が見て取れまして、今回の相

模台病院のように地域包括医療病棟への転換が加速する可能性があります。前回の座間総合

病院の時と同様に、同じ急性期への変更だったため議論はないのですけれども、これから病

床機能の転換を伴う変更があった際には、この会議において議論をいただくことになると思

いますので、皆さんよろしくお願いいたします。 

 

（質問、意見なし） 
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  (2) 病床整備事前協議により配分を受けた病床の入院料等の変更の取扱い 

 

〇資料説明 説明者：事務局（医療企画課） 

資料 3 病床整備事前協議により配分を受けた病床の入院料等の変更の取扱い 

 

＜会長＞ 

私からすいません。これは、結局は認めないということでしょうか。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

同一の病床機能内での入院料等の変更であれば病床機能の変更には該当しないとさせてい

ただいていますが、事前協議で病床を配分した場合については、あらかじめ地域の地域医療

構想調整会議で協議をしましょうという内容でございます。 

＜会長＞ 

入院基本料の変更について、地域医療構想調整会議でオーケーが出れば変更してよいとい

うことでしょうか。昨今はコスト増で病院経営も非常に厳しい状況があると思います。これ

は、点数の高い入院基本料に変えたいということですよね。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

回復期機能のまま、回復期リハビリテーション病棟から地域包括ケア病棟に変えたいとい

う場合に、地域医療構想調整会議でしっかりと協議を行い、認められた場合は変更してよい

という内容で今回資料をまとめさせていただきました。 

＜委員＞ 

今回の件は、同じ回復期と言ってもどのくらい違うのかですが、会長が言われたようにど

ちらの収益が高いかということだけではなくて、例えば回復期リハビリテーション病棟です

と、ＰＴやＯＴ、ＳＴをたくさん集めなければいけません。また、入院する患者さんは、医

療はあまり必要がなくて、リハビリテーションを積極的に行う患者さんになります。地域包

括ケア病棟であれば、リハビリ資格者はたくさん必要ありませんけれども、急性期と在宅の

間の部分を担当するところで、医療も必要ですし場合によってはリハビリや介護も必要とい

った性格の病棟になります。今回、事前協議に手を挙げた時から入院基本料を変更したいと

いうことに対しては、収益性が高いとは言い切れないところはありますけれども、地域にと

ってみると、特に在宅や施設に関わる診療所の先生にしてみると、地域包括ケア病棟の方が

何か困ったときに入院の受け入れはしてもらいやすい可能性はありますので、地域で協議し

た結果この変更はありではないかという結論になっているのではないかと思っています。仮

に急性期という中で、小児科にすると言って手を挙げて、やっぱり内科にすると言われたら、

地域で協議した時にそれはないよねと言われる可能性もあると思うので、変更の組合せによ

って印象が変わるところもあると思うのですが、そもそも病床配分に手を挙げる段階で提供

すると言った内容から、配分を受けた病床を始める前に変えるのはあまり行儀が良い話では

ないと思うので、こういうケースがあった時には、とにかく地域できちんと協議しましょう

ということと、事後承諾にならないように徹底していかなければいけないということが、協

議をするということに込められている意味だと思います。 

懸念するのは、地区の中でこれは反対するとなった時でも、前提としては同じ機能内だと

いうことで、資料により説明した場合に、地域で反対しても全体的にはオーケーとなってし

まうことが今後の懸念としては残るのではないかと思います。 
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  (3) 定量的基準による分析結果とデータ分析事業 

 

〇資料説明 説明者：事務局（医療企画課） 

資料 4 定量的基準による分析結果及びデータ分析事業の実施 

 

＜委員＞ 

定量的基準による分析結果の説明について、県央地区は回復期が足りないと言い切ってい

るのですが、県央だけ回復期のパーセンテージが高いですよね。本当に回復期は足りないの

か、その辺りをどう考えていらっしゃるのか。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

元々病床の区分毎の割合は、地域医療構想の時に定めた必要病床数から始まっている話で

す。皆さんとこれまで議論してきたとおり必要病床数そのものがどうなのかというところは

あります。とはいえ必要病床数と比較してどうなのかというところを見るためにこの資料を

出しています。これが全ての解決策ということでお示ししているのではなく経過的なもので、

定期的にこれを確認していくのですが、新たな地域医療構想の策定に向けた検討が国で始ま

っています。恐らくこの辺りも変化してくると思いますので、あくまで現状一旦整理すると

こうなるということで見ていただきたいと思っています。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

補足させてください。19ページをご覧ください。今回の分析結果のみで結論付けるのは早

計ではないかと考えております。診療報酬の大幅な見直しがあり、その対象が急性期にかな

り焦点が当たっていて、看護の必要度などについて見直しがなされている。そういったなか

で、従来の基準で急性期と回復期を線引きしてよいのかについては、今回の診療報酬の改定

の影響が来年度の病床機能報告に反映されてくると考えており、その辺りを見据えていく必

要があると考えておりますので、その点を補足させていただきます。 

＜委員＞ 

この分析はよいのですが、いわゆる基準病床数に対する充足率が県央地区だけ他の地区に

比べて高いのですが、これをどのように考えているのかお聞きしたい。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

いまのご意見は、県央地区が他の地区に比べて回復期が多いということだと思うのですが、

これは病床機能報告で報告いただいた数字をそのまま積み上げるとこうなるということで、

これがいいとか悪いと評価することではないと認識しています。現状を捉えているもので、

それ以上のものではございません。 

＜委員＞ 

わかりました。 

＜委員＞ 

今後、2040年を見据えたデータ分析を始めると思うのですけれども、神奈川県では、愛知

県や福岡県のように病院毎の分析結果を公表していくつもりでしょうか。その辺りどう考え

ていますか。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

現状を共有していくという意味で、その辺り公表することが望ましいと思っていますが、

全てフルオープンするかどうかは、病院に影響があることも考慮して、病院協会や医師会な

どにご意見をいただきながら慎重に整理するものと考えております。 
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＜委員＞ 

おそらく回復期機能というものと回復期リハビリテーション病棟が常にこんがらがって議

論されてきています。県央地域は回復期が多いというのは、回復期リハビリテーション病床

が割と多いという傾向があるということではないかと思います。今後 2040 に向けた議論に

おいて注意しなければいけないのは、回復期リハビリテーション病棟はだいぶ足りてきてい

るのが地域の実感だと思うのです。では、急性期がいらなくて全部回復期でいいよ、回復期

で急性期対応しなくてよい病床がたくさん必要だということではなくて、急病対応できる病

床が急性期と回復期に必要だというのが国の求める方向性だと思いますし、おそらく診療報

酬でそのように対応していかないといくつかの病院が厳しくなると思いますので、今後県に

お願いしたいのは、回復期リハビリテーション病棟に絞って充足状況を確認すると、それ以

外のところの議論がしやすくなるのではないかと思います。回復期が足りているかという議

論をしてしまうと、回復期の中には回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟が混

じっているので、全然議論にはなりませんが、回復期リハビリテーション病棟だけであれば、

県内でどのくらい充足しているのか分かれば、もうこれ以上増やす必要がないということが

分かると、それ以外の議論ができるのではないかと思います。いまのまま、急性期病院がつ

らくなったということで回復期リハビリテーション病棟に変わったりすると、地域にとって

あまりプラスでないと思うのです。病院の先生方の感想によって違うのかもしれませんが、

回復期が足りないというよりは、回復期リハビリテーション病棟が足りているのかどうかを

調査していただければと思います。 

 

 

  (4) 県の補助事業における地域包括医療病棟の取扱い 

 

〇資料説明 説明者：事務局（医療企画課） 

資料 5 県の補助事業における地域包括医療病棟の取扱い 

 

（質問、意見なし） 

 

 

  (5) 医療介護総合確保法に基づく令和６年度神奈川県計画（医療分）策定の概要 

 

〇資料説明なし（医療企画課） 

資料 6-1 医療介護総合確保法に基づく令和６年度神奈川県計画（医療分）策定の概要 

資料 6-2 医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画（R６年度分）医療分事業（案）一覧 

資料 6-3 Ｒ２年度計画・Ｒ４年度計画・Ｒ５年度計画の事後評価 

 

 

  (6) 令和６年度病床整備事前協議 

 

〇資料説明 説明者：事務局（医療企画課） 

資料７ 令和６年度病床整備事前協議 
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＜委員＞ 

確認ですが、県央地区保健医療福祉推進会議で病床の公募の期間や要件を決定するのです

が、地域ワーキンググループがそこにどのように関わったらよいのか。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

2025プランの変更などについても、第３回の地域医療構想調整会議に向けて、皆様に分か

りやすく文字化して整理したいと考えており、準備をしています。次回、こういったことに

ついて資料を基に説明したいと思っておりますので、もう少しお時間をいただきたい。 

＜委員＞ 

県央は、今年度は公募がないが、来年度あるかもしれないので、それに向けて整理してい

ただくということですね。 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

はい。来年度 4月に各病院の機能についても協議をすることになっていきますので、協議

をするときの考え方、或いは病床について議論するときにどういう手順でやっていくのかに

ついても整理が出来ればと思っていますので、もう少しお時間いただければと思います。 

 

 

  (7) 紹介受診重点医療機関の指定（資料なし） 

 

＜事務局（県医療企画課）＞ 

昨年度、外来機能報告に基づく紹介受診重点医療機関の指定についてご協議いただきま

した。その際、神奈川リハビリテーション病院については、紹介受診重点医療機関の要件

を満たしているものの、県の条例改正の必要があることから、紹介受診重点医療機関とし

て整理することを保留とさせていただきました。今般 11 月の神奈川県議会で条例改正の

議案を提出する予定が出来まして、議案が議決されれば 12 月には神奈川リハビリテーシ

ョン病院を追加で指定する目途が立ちましたので報告させていただきます。 

 

（質問、意見なし） 

 

 

４ 閉会 

  ＜会長＞ 

    本日予定しておりました議題、報告は以上ですが、その他にみなさまからご意見、ご要

望がございましたらご発言をお願いします。 

 

（意見・要望等なし） 

 

  ＜会長＞ 

    これをもちまして本日の議事を終了させていただきます。 

 

（以上） 


